
 

 

 

 

 

豊富な知識・経験・実績の会社側弁護士が伝達します！ 

 
 

「メンタルヘルス・セクハラ・パワハラ」などの職場トラブルは、対策を怠ると民事訴訟や労働

審判手続に発展して、経営者や管理責任者等に過酷な時間的・精神的負担を強いるばかりか、企業

経営に深刻な経済的損失を与える可能性もあります。 

不幸にも職場で発生してしまった場合はどう対処したよいのか？ 

経営者側に立った「会社を守る！」の観点から労働審判、訴訟を踏まえた会社対応策 
について、現場での実務経験が豊富な会社側弁護士より事例を中心に分かり易く解説します。 
 

【日 時】  平成２５年１２月１０日 （火）  １４：００～１６：００   
 

【場 所】  三島商工会議所 ４階会議室Ｂ（三島市一番町 2-29） 
 

【講 師】  多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎 氏 
 

【定 員】  ４０名 （先着順、定員となり次第〆切） 
 

【受講料】  会員無料 （非会員 3,000円） 
 

【申込方法】 下記「参加申込書」に必要事項をご記入 

の上、ＦＡＸにてお申し込み下さい。 
 

【問合せ先】 三島商工会議所 経営支援課 

TEL：055-975-4441 

FAX：055-972-2010 
E-mail：info@mishima-cci.or.jp 

※お申込みの際にご提供いただいたお客様の情報は、当セミナーの申込受付の管理、運営上の管理のために利用する

ほか、三島商工会議所が主催する各種事業のご案内のために利用させていただく場合がございます。 

参加申込書  ～切り取らずにＦＡＸしてください～  送信先ＦＡＸ⇒ ０５５－９７２－２０１０ 

会社名 
 

受講者名 

(役職) 

 

 

（          ） 

 

 

（          ） 

 

 

（          ） 

住 所 
（〒   －    ） 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

通信欄 
ご質問等ございましたらご記入下さい。 

会社で起きたらこう進め！ 
会社を守る！ 

「メンタルヘルス・セクハラ・パワハラ」  
～労働審判・訴訟を踏まえた対応の巻～ 

【講師プロフィール】 

2002年弁護士登録。第一東京弁護士会、元労働法

制委員会委員。専門は労働法務、企業法務。 

メンタルヘルス・パワハラ・セクハラ対応、未払残

業代請求対応、労働審判・労働訴訟対応、団体交渉

対応、M&Aに関連した労務デューディリジェンス、

社労士の賠償責任リスク対応など、労働法に特化し

た業務を行っています。 

東京商工会議所や労働基準協会など、年間２０件以

上のセミナー講師を務めています。 

みしま経営支援ステーション 

「Ｍ-ステ」労務対策セミナー 

ここがポイント 

mailto:info@mishima-cci.or.jp

